
 

86 

第 8 章 計画の推進・進行管理 

計画の推進・進行管理 

推進体制 

本計画は、市民、事業者、学校、行政をはじめとする、本市に集うすべての人による取組

のもとで推進するものです。 

計画の着実かつ効果的な推進に向け、下図に示すような計画推進体制を整備し、市民や事

業者の取組の促進や計画の進行管理を行います。 

 

 

図 39 推進体制 
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地域協議会は、本計画に基づき、市民、事業者及び行政の協働の下に、市域の温室効果ガ

ス排出の抑制等に関して必要な取組等について協議し、具体的に対策を実践することにより、

地域における地球温暖化対策の推進を図ります。なお、地域協議会は「地球温暖化対策の推

進に関する法律」第 26 条第１項の規定に基づいて組織された団体です。地域協議会は、統

括と進行管理等を行う全体会議と、具体的な個別事業を行う運営委員会で構成します。 

 

本計画に基づく地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進していくため、庁内の関係課で

構成する「地球温暖化対策推進委員会」が中心となり、各課の地球温暖化対策に関連する計

画や事業・施策との連携確保、実施状況の点検･評価及び取組の見直し・改善や研修会の実施

等、全庁が一体となった取組の推進を図ります。 

 

本計画で定める地球温暖化対策の推進にあたっては、市民や事業者等との連携強化を図り、

行政と市民や事業者との役割分担を検討するとともに、情報提供や地域との意見交換等を通

じた市民等の参加と協働の仕組みづくりを行い、事業の効率的･効果的な推進に努めます。 

 

施策の推進に当たり、交通対策や森林吸収源対策等、市域を超えた広域的視点から検討が

必要な課題については、埼玉県や周辺自治体、九都県市首脳会議（さいたま市、横浜市、川

崎市、千葉市、相模原市、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県より構成される、自治体同士

の連携・協調した取組や自治体間の調整のシステム）、他の政令指定都市等と連携・協力し

て取り組みます。 

 

本市は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づいて任命されている地球温暖化防

止活動推進員や、県内の地球温暖化対策の推進拠点となる埼玉県地球温暖化防止活動推進セ

ンターと連携し、各主体への普及・啓発や地球温暖化対策に関する助言･相談、人材育成、調

査･研究を推進します。

 

施策の性格に応じて、学術・教育機関、市民活動団体等との連携･協力により進めます。ま

た、地球温暖化防止活動に取り組む市民活動団体等と本市との連携･協力による取組の促進

を図ります。 
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本計画は、市域からの温室効果ガス排出抑制に向けた中長期的な基本計画であり、かつ「第

２次さいたま市環境基本計画」に基づく部門別計画です。よって、他の行政計画においても

地球温暖化防止に関連する部分については、この計画の基本的な方向に沿って策定･推進し

ていく必要があります。必要に応じて連携・調整及び見直しを図ります。 

 

本計画の内容や取組を市民や事業者に対して適切に周知するとともに、「見える化」等の

様々な手法を通じて、計画に基づく取組の成果を積極的に広報･ＰＲし、取組意欲の向上、取

組の輪の拡大に努めます。また、広報･ＰＲに際し、新しい技術やツールを活用した情報発信

を検討します。 
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進行管理 

本計画の進行管理は、市民、事業者、学校、行政等すべての主体のパートナーシップによ

って行います。 

市民、事業者、学校、行政等すべての主体は、本計画に沿ってその責務や役割に応じた取

組を決定します（PLAN：計画）。それぞれの取組を自主的、積極的に、パートナーシップの

もとに実行します（DO：実行）。本市は、どのような取組が行われ、どのような成果があっ

たか等を毎年とりまとめ、年次報告書を作成し、公表します。また、環境審議会のほか、市

民、事業者等からの意見や提言を踏まえ、本計画の目標の達成状況や取組の点検・評価を行

います（CHECK：点検・評価）。点検・評価の結果に基づき、次年度の取組をより適切に行え

るように、取組を見直します（ACT：見直し）。 

これらのＰＤＣＡサイクルに基づく点検・評価や見直しを行い、計画の改善を図ります。

ＰＤＣＡサイクルは、計画の進行管理に係る全期間と、事業の進行管理に係る毎年度の２種

類を運用します。前者のＰＤＣＡサイクルについては、長期にわたる計画期間の中間地点で

ある令和７（2025）年度を目途に中間見直しの機会を設け、計画の改善につなげます。また、

その時点の社会の状況等から判断し、実行するＯＯＤＡ（観察（Observe）、Orient（状況判

断）、Decide（意思決定）、Act（行動））の考え方等を取り入れることを検討します。 

 
図 40 ＰＤＣＡサイクルによる計画推進の流れ 
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